
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

（
有
料
広
告
）

問建築住宅課（市役所５階）☎32-2099

200㎡未満 70,000円 60,000円
200㎡以上
300㎡未満

延床面積

79,000円

耐震診断費用

68,000円

補助金額
（１棟当たり）

一戸建住宅耐震診断補助金
吹付けアスベスト調査・除去工事補助金

日曜納税窓口

月　の　納　税

月中のひとの動き

問環境事業課業務係・施設係☎22-8255
　3Ｒ推進係☎32-2203

４月から環境事業課
(業務係・施設係・３Ｒ推進係)
の場所が変わりました

　４月から、環境事業課の業務係・施設係
(本庁４階）と３Ｒ推進係（久米支所）が、
本庁６階に移動しました。

2017.5 1819 2017.5

一戸建住宅耐震診断補助金
　地震に強い安全なまちづくりを進めるた
め、古い基準で建てられた住宅の耐震診断
にかかる費用の一部を補助します。
対象　次のすべてに当てはまるもの①市内
にある民間の住宅②昭和56年５月31
日以前に建てられた一戸建て住宅(店舗
併用住宅は店舗部分の面積が半分未満の
もの)③構造が木造在来工法の住宅(柱・
梁・筋交いなどで構成された住宅。ツー
バイフォー、ログハウス、プレハブなど
は対象外）④２階建て以下の住宅
補助金の例(一般診断法による現況診断)

吹付けアスベスト調査・除去工事補助金
　民間建築物の吹き付けアスベストの分析
調査や除去工事にかかる費用を補助します。
補助金額　分析調査＝経費の10分の10
(１棟当たり上限25万円まで)、除去＝経
費の３分の２以内（１棟当たり上限400
万円まで）

受付開始時期　５月中旬（予定）
※申請方法など、詳しくはお問い合わせく
ださい

５月28日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

●軽自動車税　　 　　　全期
（納期限：５月31日㈬）
５

人口   102,784人(前月比△112)
　男 49,155 人 (同△44)
　女 53,629 人 (同△68）
世帯 44,807 世帯（同△28）
転入 184 人 転出 246　人
出生 63 人 死亡 113　人

２
（３月１日現在）

はり

　
ご
み
の
野
焼
き
は
、
地
面
で
直

接
焼
く
場
合
だ
け
で
な
く
、
ド
ラ

ム
缶
や
ブ
ロ
ッ
ク
で
囲
っ
て
焼
く

場
合
な
ど
も
含
め
て
、
法
律
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
業
に
よ
る

畔
焼
き
な
ど
は
例
外
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
近
隣
の
生
活

環
境
に
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
生
活
課
☎
32
︲
２
０
５
５

　
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
と
は
、

気
温
が
高
く
て
風
が
弱
い
日
中
に
、

自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
に
含
ま

れ
る
大
気
汚
染
物
質
が
太
陽
光
の

強
い
紫
外
線
を
受
け
る
こ
と
で
発

生
す
る
有
害
物
質
で
す
。
濃
度
が

高
く
な
る
と
、
目
が
チ
カ
チ
カ
し

た
り
、
息
苦
し
く
な
っ
た
り
す
る

な
ど
の
健
康
被
害
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
発
生
状
況
は
、
県
環
境
保
健
セ

ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.pref.okayam

a.jp/page/
detail-113258.htm

l

）を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
☎
32
︲
２
０
５
５

対
象　
平
成
28
年
４
月
以
降
に
常

用
雇
用
者
と
し
て
就
職
し
た
新

規
学
卒
者
で
、
次
の
す
べ
て
に

当
て
は
ま
る
人
①
勤
務
先
の
事

務
所
ま
た
は
そ
の
本
社
が
市
内

に
あ
る
②
市
内
に
住
所
を
有
す

る
③
学
校
を
卒
業
ま
た
は
中
退

後
３
年
以
内

支
給
額　
３
万
円
（
就
活
学
生
登

録
者
は
２
万
円
加
算
）

申
請
期
限　
就
職
か
ら
１
年
以
内

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
仕
事
・
移
住
支
援
室
（
津
山
圏

域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

24
︲
３
６
３
３

開
館
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
９

時
（
年
末
年
始
は
休
館
）

利
用
料　
１
時
間
当
た
り
５
４
０

円
～
２
５
９
２
円
（
冷
暖
房
使

用
料
は
別
途
要
）

収
容
人
数　
約
24
人
～
３
０
０
人

申
込
方
法　
当
セ
ン
タ
ー
に
備
え

付
け
の
申
込
書
を
フ
ァ
ク
ス
ま

た
は
直
接
提
出
す
る

問
津
山
圏
域
雇
用
労
働
セ
ン
タ

ー
☎
24
︲
３
６
３
３
、

 

22
︲

９
６
４
７

開
館
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
10

時
（
毎
週
木
曜
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）

施
設
内
容　
体
育
館
、
会
議
室
、

和
室
、
音
楽
室
、
調
理
実
習
室

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
窓
口
で

直
接
申
し
込
む

※
利
用
料
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
津
山
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
勝
部
）
☎
22
︲
５
４
５
０

と
き　
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４

時
と
こ
ろ　
自
立
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
（
市
役
所
１
階
12
番
窓
口
）

相
談
内
容　
お
金
、
仕
事
、
生
活

な
ど
に
関
す
る
困
り
ご
と

※
事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い

問
生
活
福
祉
課
☎
32
︲
２
１
３
３

と
き　
月
・
水
・
金
曜
日
午
前
10

時
～
午
後
５
時
（
祝
日
除
く
）

と
こ
ろ　
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
つ
や
ま
（
津
山
圏
域
雇
用

労
働
セ
ン
タ
ー
内
：
山
下
）

相
談
内
容　
労
働
、
福
祉
、
債
務
、

法
律
問
題
な
ど

問
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
つ

や
ま
☎
35
︲
２
４
３
３

と
き　
５
月
２
日
㈫
午
前
10
時
～

正
午

と
こ
ろ　
岡
山
地
方
・
家
庭
裁
判

所
津
山
支
部
（
椿
高
下
）

相
談
内
容　
土
地
、
家
屋
、
金
銭

の
貸
借
、
離
婚
、
相
続
な
ど

問
岡
山
地
方
裁
判
所
（
岡
山
市
）

☎
０
８
６
︲
２
２
２
︲
６
７
７
１

と
き　
５
月
16
日
㈫
午
前
９
時
～

と
こ
ろ　
岡
山
地
方
法
務
局
津
山

支
局
（
田
町
）

問
岡
山
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

（
岡
山
市
）
☎
０
８
６
︲
２
２
２

　

︲
４
６
０
６

と
き　
５
月
18
日
㈭
午
前
11
時
～

正
午

と
こ
ろ　
神
南
備
園
（
大
谷
）

相
談
科
目　
肢
体
不
自
由
障
害

持
っ
て
く
る
も
の　
印
鑑
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
使
用
中
の
補
装

具
、
年
金
額
が
分
か
る
も
の

申
込
方
法　
障
害
福
祉
課
に
電
話

ま
た
は
直
接
申
し
込
む

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
︲
２
０
６
７
、

  
 

32
︲
２
１
５
３

そ
の
ほ
か
の
相
談
は
26
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す

■
消
費
生
活
ト
ラ
ブ
ル
相
談

と
き　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

と
こ
ろ　
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー（
市
役
所
１
階
１
番
窓
口
）

■
消
費
生
活
パ
ネ
ル
展

と
き　
５
月
16
日
㈫
～
30
日
㈫

と
こ
ろ　

市
立
図
書
館
（
ア
ル

ネ
・
津
山
４
階
）

問
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
32
︲
２
０
５
７

　
自
然
環
境
の
美
化
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

と
き　
５
月
18
日
㈭
～
25
日
㈭
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

と
こ
ろ　
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ

ー
問
環
境
生
活
課
☎
32
︲
２
０
５
５

　
耕
作
を
目
的
と
し
た
農
地
取
得

の
下
限
面

積
（
平
成

29
年
度
）
は
次

の
と
お
り
で
す
。

下
限
面
積

　
30
ア
ー
ル

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
農
業
振

興
課
内
）
☎
32
︲
２
１
５
９

お
知
ら
せ

生
活
困
窮
者
自
立
相
談

５
月
は「
消
費
者
月
間
」

行
動
し
よ
う 
消
費
者
の
未
来
へ

環
境
啓
発
パ
ネ
ル
展

新
規
学
卒
者
等
就
職
奨
励
金

悩
み
ご
と
無
料
相
談

無
料
法
律
・
人
権
相
談
所

土
地
の
境
界
問
題
合
同
相
談
会

身
体
障
害
者
巡
回
更
生
相
談

農
地
取
得
の
下
限
面
積

ご
み
の
野
焼
き
は
禁
止
で
す

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
に
注
意
を

ご
利
用
く
だ
さ
い 

津
山
圏
域

雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
会
議
室

ご
利
用
く
だ
さ
い 

津
山
勤

労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー


